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全部事項証明 〔謄本*１〕

個人事項証明 〔抄本*２〕

謄             本 

抄             本 

謄本 〔全部証明〕

抄本 〔個人証明〕

全員分の写し

一人分の写し

300300300300円円円円

　以下の３つの項目を証明したもの
　　　1.禁治産・準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
　　　　2.破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないこと
　　　　3.後見の登記の通知を受けていないこと

住民票の写し 300300300300円円円円
　同じ世帯の全員又は一部の方の住所・氏名・生年月日・性別を証明したもの
　　　本籍・筆頭者や世帯主・続柄の表示の有無の選択をお願いします。

除　　票 300300300300円円円円
　久慈市に住所があった方が転出や死亡などで除かれたことを証明するもの
　    除かれた日から5年間のみ発行可能です。

*１ 謄本(とうほん)　　戸籍に記載されている方全員のもの (戸籍の全部）

*２ 抄本(しょうほん)　戸籍に記載されている方のうち必要な方のもの (戸籍の一部)

*３ 身分証明書は本人以外請求できません。

当市当市当市当市ではではではでは、、、、戸籍戸籍戸籍戸籍がががが平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日からからからから電算化電算化電算化電算化されされされされ（（（（山形町内山形町内山形町内山形町内はははは平成平成平成平成13131313年年年年12121212月月月月1111日日日日にににに改製改製改製改製））））それそれそれそれ以前以前以前以前のものものものも
のはのはのはのは（（（（改製改製改製改製））））原戸籍原戸籍原戸籍原戸籍となりますとなりますとなりますとなります。。。。

証明証明証明証明のののの種類種類種類種類

　改製された以降の現在の戸籍

　婚姻や死亡、転籍などにより戸籍に記載されている全員全員全員全員が戸籍簿から除かれた戸籍

戸
籍

除
籍

450450450450円円円円

　久慈市に本籍がある期間の住所の移動経過を証明したもの
　　　戸籍が改製された場合、附票も改製となり、除籍・改製された日から5年間のみ発行可能です。
　　　　山形町は法定保存期間が満了したため改製原附票は発行できません。

　法律の変更に基づいて戸籍をつくりかえた時のつくりかえるつくりかえるつくりかえるつくりかえる前前前前のののの戸籍戸籍戸籍戸籍
　　　昭和の改製原戸籍（戸主制度の廃止）と平成の改製原戸籍（戸籍の電算化）があります。
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